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第１章 事前調査の概要 

 

１－１ 要請の背景、事前調査の目的 

 (1) 要請の背景 

   1）タイ国の首都バンコクにおいては、1980年代後半以降同国が達成した高い経済成長に伴

い、都市化が急速に進展した。現在、バンコク市（790km2）の人口は588万人であるが、バ

ンコク首都圏（1,568km2）には900万人を越す人口が集中している。都市インフラ、社会サ

ービスの需要に供給が追いつかず、環境汚染、交通渋滞、貧困層の増加等の都市問題を引

き起こしている。さらに、1997年の経済危機の影響により、特に低所得者層の居住環境が

悪化しており、早急な対応が求められている。 

   2）第８次経済社会開発計画（1997～2001年）においても、居住環境の改善は優先課題に掲

げられている。この計画においては、都市インフラの整備、参加型の都市コミュニティ開

発、効率的な土地利用の促進等に重点が置かれている。これに基づき、1992年に策定され

たバンコク都市総合計画も、1999年７月に改訂された。 

   3）地区再開発計画作成対象のディンデン・マッカサン・ファイクァン地区（面積約500ha）

は、商業施設、政府機関、公共住宅、スラム等が混在する地域である。道路網の不備、老

朽住宅の密集、非効率な土地利用によって引き起こされた劣悪な住環境が問題となってい

る。同地区では、現在、バンコク首都圏庁（BMA）新庁舎建設、公共住宅建て替え、商業

施設建設等が計画されているが、タイ国政府は、これらを個別に計画・実施するのではな

く、地区全体の総合的な開発計画の中に位置づける必要があると考えている。 

   4）かかる状況下、タイ国政府は1999年９月、本調査の実施を我が国に対して要請した。 

   5）なお、我が国はこれまで、バンコクにおける交通、環境、洪水対策等の開発調査を実施

してきた。また、1993年からは都市計画分野の専門家を派遣してきている。 

 

 (2) 事前調査の目的 

   関係機関との協議及び現地踏査を行い、調査内容及び調査実施体制を確認するとともに、

Ｓ／Ｗについて協議・署名交換をするために事前調査を実施する。 
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１－２ 事前調査団の構成 

 

The Advisory Team for the Study for Urban Redevelopment Program 

in the Bangkok Metropolitan Area in the Kingdom of Thailand 

タイ国バンコク首都圏居住環境改善計画調査 

事前調査（Ｓ／Ｗ協議）団員構成 

 

No 
Name 
氏 名 

Job title 
担当業務 

Occupation 
役 職 

Period 
(arr. – dep.) 
派遣期間 
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Katsunori 
OTOMARU 
乙丸 勝範 
 
 
 
 

Team Leader 
総括 
 
 
 
 
 

Director,  
Housing Development & Urban  
Redevelopment,  
Kanagawa Regional Office,  
Urban Development Corporation 
都市基盤整備公団 神奈川地域支社 
居住環境整備再開発部 部長 

16/Aug -  
26/ Aug 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

Eri  
HONDA 
本田 恵理 
 
 
 

Deputy Team  
Leader / Urban  
Development 
副総括/都市開発 
 
 

Deputy Director, 
1st Social Development Study Div., 
Social Development Study Dpt., 
JICA 
国際協力事業団社会開発調査部 
社会開発調査第一課 課長代理 

13/Aug -  
26/ Aug 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

Yoshio 
YAITABASHI 
矢板橋 芳生 
 
 
 

Urban 
Redevelopment 
地区再開発 
 
 
 

Senior Expert,  
Urban Renewal Div.,  
Saitama Regional Office, 
Urban Development Corporation 
都市基盤整備公団 埼玉地域支社 
再開発課 専門役 

16/Aug -  
26/ Aug 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

Tomohiro  
ONO 
小野 智広 
 
 
 

Study Planning 
調査企画 
 
 
 
 

Staff,  
1st Social Development Study Div., 
Social Development Study Dpt., 
JICA 
国際協力事業団社会開発調査部 
社会開発調査第一課 職員 

16/Aug -  
25/ Aug 

Continuation 
to the next 
Study until 

30/ Aug 

5 
 
 

Ken 
KAWASAKI 
川崎 健 

District Planning/ 
Environment 
市街地整備/環境 

LAC Planning Research Co., Ltd 
株式会社 ラック計画研究所 
 

30/Aug -  
7/ Sep 
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１－３ 事前調査日程 

 (1) 官団員 

Day Date Schedule（官団員） 

1 16/Aug Wed 
東京 11:00→(TG641)→15:30 バンコク 

18:00 JICA専門家との打合せ 

2 17/Aug Thu 
11:00 JICAタイ事務所訪問 

14:00 NHA表敬 

3 18/Aug Fri 
10:00 ステアリング・コミッティ(NHA、BMA、NESDB、DTCP他) 

13:00 ディンデン・マッカサン・ファイクァン地区現地踏査 

4 19/Aug Sat 団内打合せ及びレポート作成 

5 20/Aug Sun 団内打合せ及びレポート作成 

6 21/Aug Mon 

09:30 Department of City Planning of BMAとの打合せ 

10:30 Department of Community Development of BMAとの打合せ 

14:00 Slum Improvement Dept. of NHAとの打合せ 

7 22/Aug Tue 09:30 WGとのＳ／Ｗ協議 

8 23/Aug Wed 14:00 UCDOとの打合せ 

9 24/Aug Thu WGとのＳ／Ｗ及びＭ／Ｍ協議 

10 25/Aug Fri 
09:30 Ｓ／Ｗ及びＭ／Ｍ署名 

14:00 在タイ大使館及びJICAタイ事務所への報告 

11 26/Aug Sat バンコク 10:50→(TG640)→19:00 東京 
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 (2) コンサルタント 

Day Date Schedule（コンサルタント） 

1 30/Aug Wed 東京 11:00→(TG641)→15:30 バンコク 

2 31/Aug Thu 

09:00 JICAタイ事務所にて打合せ（青山専門家同席） 

11:00 コンピューター等の機器価格調査 

14:00 NHAとの打合せ 

3 1/Sep Fri 

10:00 A・SEVENにて打合せ(Mr. Watchara Chogsuwat、Mr. Kwanchai  

Laksanakorn） 

14:00 PLAN ARCHITECTにて打合せ(Mr. Sinn Phonghanyudh) 

4 2/Sep Sat 現地踏査及び資料整理 

5 3/Sep Sun 資料整理 

6 4/Sep Mon 

09:00 NHAにて打合せ 

10:00 Consultants of Technologyにて打合せ(Mr. Pisit Puthipiroj他２名） 

14:00 TEAM Consulting Engineersにて打合せ(Ms. Sirinimit Wungsoontorn 

及びMr. Prawat Teerasawat) 

7 5/Sep Tue 

09:30 加藤専門家(BMA)との打合せ 

11:00 Office Centerにて文具類の品揃えを調査 

13:30 UCDOにて打合せ(Ms. Somsook Boonyabancha） 

15:00 Universal & Innovative Consultingにて打合せ(Mr. Prinya Nutalaya、 

Ms. Chalinee Niamskul、Ms. Nutalaya) 

8 6/Sep Wed 

09:30 NHAにて資料整理 

14:00 BMAにて依頼資料の受け取り 

15:00 JICAタイ事務所報告 

9 7/Sep Thu バンコク 10:50→(TG640)→19:00 東京 
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１－４ 協議の概要 

 (1) 調査名について 

   調査内容をより適切に反映させるために、調査名を「the Study for Urban Redevelopment Plan 

and Case Study in the Bangkok Metropolitan Area」と修正することを双方で確認した。 

 

 (2) カウンターパート機関について 

   本調査のカウンターパート機関は、国家住宅公社（NHA）となることを確認した。 

 なお、協議機関として、バンコク首都圏庁（BMA：Bangkok Metropolitan Administration）、

都市地方計画局（DTCP：Department of Town and Country Planning）、国家経済開発庁（NESDB：

Office of National Economic and Social Development Board）、陸上交通管理委員会事務局

（OCMLT：Office of Commission for the Management of Land Traffic）、タイ国鉄（SRT：State 

Railway of Thailand）、タイ都市計画家協会（Thai City Planners Society）、都市貧困層開発事務

局（UCDO：Urban Community Development Office）の参加も得ながら調査を行うことを併せ

て確認した。 

 

 (3) ステアリング・コミッティ及びワーキング・グループについて 

   本格調査開始に先立ち、タイ側カウンターパート機関及び協力機関の代表者からなるステ

アリング・コミッティ及びワーキング・グループが設置する旨確認した。タイ側はそれぞれ

のメンバーリストを作成次第、当方に提出することとなった。 

 ステアリング・コミッティは調査全体の監督、ワーキング・グループは本格調査団ととも

に作業を進めていく役割を果たすことも併せて確認した。 

 

 (4) Objectives of the Studyについて 

   タイ側から、技術移転によるタイ側の関係機関及び地域コミュニティの能力育成が調査の

目的の根幹をなす部分であり、一番最初に記述してほしい旨要望があり、当方はこれに合意

した。 

 

 (5) Scope of the Studyについて 

   1) タイ国側から、タイ国の「Royal Act on Private Participation in State Undertaking, Article 7

（民間の参入が想定される大規模プロジェクトの計画策定は、qualifyされたコンサルタン

トが行うこと）」に従って調査を進めてほしい旨要請があった。当方はこれを受け入れた。 

   2) 対象地域の再開発計画の目標年次を2010年とすることで、双方合意した。 

   3) タイ側から関係機関及び地域コミュニティの能力育成の重要性が協調され、双方合意の
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うえ、Objectives of the Studyの(1)を修正し、Scope of the Studyの２．(6)を追加すること

となった。 

   3) タイ側からステークホルダー（利害関係者）の分析も含めるべきであるとの指摘があっ

た。当方はこれに合意し、Scope of the Studyの２．(2)を追加することとなった。 

   4) 対象地域の再開発計画の作成にあたり、交通量の分析及び予測を行うことを双方で確認

した。 

   5) タイ側はケース・スタディにおいて民活も考慮する必要があることを強調した。これを

受けてScope of the Studyの２．(7)（iv）を追加した。 

   6) 本格調査実施にあたり、都市交通、洪水防御、環境を含む過去のJICAの調査をレビュー

することを双方で確認した。 

   7) 本調査の提言は、2004年に改訂予定のバンコク総合計画に役立てられることを、双方で

確認した。 

 

 (6) 報告書について 

   タイ側から、関係機関に配布するためファイナル・レポートは100部作成してほしい旨要請

があった。当方はこれを受け入れた。 

 

 (7) 調査スケジュールについて 

   タイ側から調査スケジュール短縮の要請があり、双方合意のうえ、調査期間を14か月とした。 

 

 (8) 技術移転について 

   タイ側から技術移転の方法について確認があった。当方より、OJT、ワークショップやセ

ミナーの開催、日本におけるカウンターパート研修などがこれにあたることを説明した。詳

細については、調査の進捗にあわせて決定することを双方で確認した。 

 

 (9) 調査団の執務スペースについて 

   本格調査団約15名を収容できる執務スペース及び必要設備については、NHAが準備するこ

とを双方で確認した。 

 

 (10) カウンターパート職員について 

   当方より、できるだけ早い時期に必要なカウンターパート職員の人数や専門分野等につい

て、タイ側に連絡し、それを受けて、タイ側では必要な手続きを進めることとなった。 
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１－５ 協議を通しての所感 

 (1) カウンターパート機関について 

   NHAが中心となって進めることになったが、協力機関として、BMA、NESDB、OCMLT等

が参加することになった。特にBMAとの協力関係が重要であるのでステアリング・コミッテ

ィ、ワーキング・グループについてそのメンバー、協力体制について留意する必要がある。 

 

 (2) 調査スケジュールについて 

   日本側が提案した16か月を14か月に短縮した背景には、NHAの予算要求時期とも関連して

いると思われるので、スケジュールの遅延は将来問題となることが予想される。したがって、

本格調査でのスケジュール管理が重要である。 

 

 (3) 調査内容等について 

   タイ側は事業化の実施プロセス及び具体的な事業化を相当重要視している。その観点から、

住民との協力関係の確立、政府等関係機関の協力体制の確立など、かなりソフトな面での提

案が期待されている。 

 今回の議論では調査地区全体の事業化を一度にめざすのではなく、NHAのディンデン団地

建て替えと関連プロジェクト（BMA庁舎計画、地下鉄計画、マッカサン駐車場計画、スラム

改善計画等）間の連携、協力でより効果的な環境改善を実現する必要があることを説明し、

タイ側の理解を得た。また、ディンデン団地の建て替えも段階的に実施する方向で検討する

必要があろう。 

 

 (4) 開発手法等について 

   500ha全体を日本でいう「住宅市街地整備総合支援事業」のイメージで考えた方が良いと思

われる。つまり、再開発、区画整理、街路事業等の特定の手法のみで実施するのではなく地

区の状況に応じてそれぞれの手法を使い、総合的に地域の改善を図っていく柔軟な事業化を

めざす必要があると思われる。 

 

 (5) ディンデン団地建て替えについて 

   NHAは、日本の都市公団と同様国営企業体であり、事業費を回収する必要があると同時に

その政策目的を達成することが求められている。特に、昨今のタイ国における不動産部門の

景況が低調であるため、住宅や施設の市場動向には十分留意して計画を立案する必要がある。
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 (6) ローカルコンサルタントの活用について 

   今回の調査は事業の実現化をめざしているが、タイ人の考え方等日本側だけでは分からな

い面が多々あると思われる。したがって、タイ国のローカルコンサルタントの活用が重要で

ある。 

 

 (7) その他 

   タイ側は住民折衝のあり方等、かなり神経を使う部分での提案を期待しているので仮に事

業化の段階で問題があっても、あくまでもタイ側の判断で事業を実施することを明確にして

おく必要がある。 
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第２章 本格調査への提言 
 

２－１ 対象地域の概要、課題 

 再開発計画の対象地域となっているディンデン・マッカサン・ファイクァン地区は、1951年か

ら、タイ国での最初の低所得者向け公共住宅建設が行われた地区である。現在までに、NHAによ

り、新旧あわせて9,000戸近いアパートが建設されている。現在は、細い道路に沿って、中層の住

宅や商店、病院・学校などの公共施設が密集しており、効率的な土地利用が行われているとは言

いがたい状況にある。しかしながら、同地区はバンコクの中心部に位置し、複数の高速道路が周

囲を走るとともに、地下鉄の駅やBMAの新庁舎の建設も計画されており、将来のバンコク開発の

上で重要な位置を占めている。したがって、本件調査は、同地区の居住環境改善のみならず、バ

ンコク全体の都市開発にも寄与するものと考えられる（表２－１参照）。 

 

２－２ 調査の基本方針、対象範囲 

 ２－２－１ 調査の目的 

  調査の目的、調査対象地域は以下のとおりである。 

  (1) 都市再開発に係るタイ側関係機関の能力向上を図る。 

  (2) ディンデン・マッカサン・ファイクァン地区（面積約500ha）における地区再開発計画を

作成し、緊急性の高いコンポーネントについてケーススタディを実施する。 

  (3) バンコク首都圏の居住環境改善に資するような市街地整備手法を提案する。 

 

 ２－２－２ 調査対象地域 

  バンコク首都圏を対象とする。ただし、再開発計画及びケース・スタディの対象地域はディ

ンデン・マッカサン・ファイクァン地区（500ha）とする。 

 ただし、交通分析については、北側幹線道路まで考慮に入れる必要がある。 
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表２－１ ディンデン・マッカサン・ファイクァン地区の生活環境問題と改善策 

 

主要プロジェクト 

プロジェクト名 プロジェクト内容 関係機関 

１．ディンデン再開発 

 

 

 

(1) バンコク新都庁舎建設 

(2) NHA住宅建て替え 

(3) その他施設建て替え 

(4) 商業業務施設新設 

(1) BMA 

(2) NHA 

(3) Pwel. D、School等 

(4) NHA、BMA、Private等 

２．マッカサン再開発 

 

(1) 新都心としての商業・業

務・文化拠点開発 

(1) SRT 

 

３．地下鉄計画 

 

(1) 地下鉄ブルーライン 

(2) 地下鉄オレンジライン 

(1) MRTA、OCMLT 

 

４．Livable City Plan (1) Livable City Plan (1) BMA等 

５．スラム改善計画 (1) スラム改善計画 (1) BMA、NHA、UCDO 

 

生活環境問題と改善策 

生活環境問題 改善策 関係機関 

(1) 道路網の未整備 

 

(1) 東西地区内幹線・南北地

区内幹線・補助幹線の整備 

(1) BMA、OCMLT 

 

(2) 新駅周辺整備 

 

(2) 幹線道路沿いのバスバー

ス等交通施設整備 

(2) BMA、OCMLT、MRTA 

 

(3) 新駅と主要施設の導線 

 

(3) 主要施設との導線確保 

（歩行者導線） 

(3) BMA、OCMLT 

 

(4) 公益施設の欠如 

 

(4) 集会施設・病院・保育所

等の整備 

(4) BMA、NHA 

 

(5) 公園緑地の欠如 

 

(5) ポケットパーク・緑地の

整備 

(5) BMA、NHA 

 

(6) スラム・コミュニティ

問題（居住環境） 

(6) スラム改善・公益施設整

備 

(6) BMA、NHA、UCDO 

 

(7) スラム・コミュニティ

問題（財政） 

(7) セービンググループに対

する資金貸し出し 

(7) BMA、NHA、UCDO 

 

(8) スラム・コミュニティ

問題（自立） 

(8) コミュニティ育成 

 

(8) BMA、NHA、UCDO 

 

(9) 商業業務施設新設 

 

(9) 民間と共同事業（関連会

社の設立） 

(9) BMA、NHA等 

 

(10) 洪水対策 

 

(10) 排水計画 

 

(10) BMA 

 

(11) 汚水処理 

 

(11) 下水道計画 

 

(11) BMA 
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２－３ 調査項目とその内容・範囲 

 (1) 現況分析 

   1）関連資料・情報の収集、整理、分析（日本国内） 

    事前調査団が収集した資料を分析するとともに、日本国内で入手可能な追加情報を収集

する。 

   2）バンコク首都圏の現状分析 

   ① 追加的に関連資料・情報を収集するとともに、関係諸機関におけるヒアリング・現地

踏査を行い、バンコク首都圏の現況（社会経済状況、都市インフラ、公共施設、土地利

用状況、環境等）を明らかにする。 

   ② バンコク首都圏における都市開発政策全般（都市再開発を含む）をレビューする。こ

の際、JICAが過去にバンコクを対象に実施した交通、洪水防御、環境等に係る調査も参

考にすること。 

   ③ 都市再開発に関し、既存の法制度の概要及び実行状況、住民参加プロセス、関連組織

の権限・機能・技術力・財政能力、再開発事業のための財源（ODA、民間投資を含む）

等をレビューする。 

   ④ 混雑しかつ様々な土地利用が混在しているバンコク首都圏において、より効率的な土

地利用を進める必要があるとの観点から、再開発の有益性及び再開発を進めるうえでの

ボトルネックを中心に分析する。 

 

 (2) 再開発計画の作成 

   1）ディンデン・マッカサン・ファイクァン地区における地区再開発計画の作成（I） 

   ① 追加的に関連資料・情報を収集するとともに、関係諸機関におけるヒアリング・現地

踏査を行い、ディンデン・マッカサン・ファイクァン地区の社会経済状況、インフラ等

の整備状況、土地利用、土地・建物所有状況（地価・権利関係）、自然条件、NHAの賃

貸住宅の経営状況等を把握する。 

   ② 地区の将来像についての意向、再開発事業に対するニーズ、住宅費用支払い能力及び

支払い意志等について、聞き取り調査を行う。聞き取り調査の結果に基づき、ステーク

ホルダー分析を行う。 

 また、スラム地区における現状を把握するため実態調査を行う。 

   ③ BMA新庁舎建設計画、タイ国鉄車庫の跡地利用計画、地下鉄駅の建設計画、スラム改

善活動、住宅建て替え計画等、既存の開発計画・プロジェクトのレビューを行う。 

   ④ ディンデン・マッカサン・ファイクァン地区の交通状況を把握するため、周辺交通ネ

ットワークの把握、新規交通システム、駐車場計画、道路ネットワーク、道路幅員構成・
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交差点処理等を含む交通調査を行い、将来の交通需要予測をする。 

   2）以下の項目を含む地区再開発計画を策定する。目標年次については、タイ側と協議のうえ、

2010年から2015年の間でこれを設定する。 

   ① 計画の基本的考え方・方針について取りまとめる。とりわけ、将来のバンコク首都圏

の都市構造の中で、同地区がどのように位置づけられるか、積極的に重要な役割を担う

ためにはどのような開発方針をとるべきかについて、明確なヴィジョンを示す。 

   ② 対象地域の街区ごとの建築物の用途、建ぺい率・容積率など土地・空間利用計画を作

成する。 

   ③ 建築物について、構造・設備、高さ、面積、意匠等に係る基準を作成し、公共施設の

配置等につき、計画する。 

   ④ 道路の位置・幅員、公園・緑地等の配置・規模、歩行者専用道、上下水道、電力、排

水、廃棄物処理、公共交通等について、インフラ改善計画を作成する。 

   ⑤ 公共施設及び都市インフラ施設について、維持管理計画を作成する。 

   ⑥ 目標年次に至るまでの期間を適切にフェーズ分けし、段階的実施計画する。また、フ

ェーズごとに概算事業費を算定する。 

   ⑦ 地区再開発計画を実施するために必要な、制度・組織・財政のあり方について、提言

を行う。公共投資、民間誘導策、土地の集合・再配置を含めた立替手順等を含めたもの

とする。 

   ⑧ 地区再開発の実施が、社会・経済・財務・環境の面に及ぼす影響について、予備的な

評価を行う。景観や省エネ対策についても配慮すること。 

   3）関連組織及び地域コミュニティの育成・強化計画作成 

    タイ側関係機関が、都市計画・再開発計画を作成・実施する能力、及び地域コミュニテ

ィが積極的にまちづくり活動に参加・実施する能力を育成することを目的として、関連組

織及び地域コミュニティの育成・強化計画を作成する。 

 

 (3) ケース・スタディの実施（第１フェーズ） 

   ディンデン・マッカサン・ファイクァン地区における地区再開発計画のうち、タイ側の示

している第１フェーズ（３ha）の事業について、ケーススタディを実施する。 

  ① 再開発計画の実施により何らかの影響を受ける住民等を類型化し、それぞれのグループ

のプロファイル、地区の将来像についての意向、再開発事業に対するニーズ、住宅費用支

払い能力及び支払い意志等について、聞き取り調査を行う。また、NHAが主催する住民説

明会において、住民組織・団体等に対し、質疑応答を通じ住民意向の調査をする。聞き取

り調査の結果に基づき、ステークホルダー分析を行う。 
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  ② タイ国の設計基準、及び材料・施工・維持管理に係る地域固有の特性等に配慮し、概略

設計を行う。 

  ③ 現地の建設・施工事情を調査のうえ、材料や労働力の調達、施工方式、及び工区割りを

勘案して、施工計画を作成する。 

 資機材の単価及び調達先、技術者及び労働者の実態、工期等に配慮し、事業費を積算す

る。 

  ④ 事業実施に向けて、関連組織の役割、責任範囲、協力体制等について、検討・提案する。

また、民間セクター参入の可能性についても調査する。 

  ⑤ 資金の調達先、金額、スケジュール等を検討し、予備的資金計画を作成する。 

  ⑥ 事業実施に向けて、各関連組織がとるべき具体的なアクションと、それぞれの実行期限

を明らかにしたアクション・プランを作成する。 

  ⑦ 事業化に伴う環境影響を予測・評価するとともに、ネガティヴな影響の緩和・軽減策を

検討する。住民移転のインパクトについても予測する。 

  ⑧ 事業の技術的妥当性を評価する。 

  ⑨ 事業実施による経済便益、事業の費用と収益とを算出し、経済分析及び財務分析を行う。 

 

 (4) バンコク市街地整備に向けての提言 

  ① ディンデン・マッカサン・ファイクァン地区再開発計画及びケーススタディの結果をレ

ビュー・評価する。 

  ② 市街地整備に関する既存の手法・制度の問題点を抽出する。タイ国には、市街地整備や

再開発に直接関わる法制度は少ないが、適用可能と思われるものについて分析すること。 

  ③ 上記を踏まえて、バンコク首都圏における今後の市街地整備のあり方について、提言を

取りまとめる。 
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２－４ 調査工程と要員構成 

 本調査の実施に際しての調査工程案は以下のとおりである。 

 

平成12年度 平成13年度 時期 

事項 11 12 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ 

                

現地調査                

国内作業                

報告書 

 

△ 
Ic/R 

 
△ 

P/R 
 

△ 
It/R 

 
△ 

DF/R 
△ 

F/R 

 

【凡 例】 

 現地作業 

 国内作業 

 Ic/R：インセプションレポート 

 P/R：プログレスレポート 

 It/R：インテリムレポート 

 DF/R：ドラフトファイナルレポート 

 F/R：ファイナルレポート 

 

 本調査を実施するために必要とされる調査分野は以下のとおりである。 

・総括／都市計画 ・副総括／再開発計画 ・法制度／行政組織 

・社会調査 ・住民参加 ・環境 

・インフラ ・交通調査・交通需要予測 ・測量／地図 

・経済分析／土地評価 ・積算／資金計画 ・住宅／施設設計 

・施工計画 

 

２－５ 調査実施上の留意点 

 ２－５－１ 調査実施上の留意点 

  (1) 本件調査は、タイ国において初めての地区再開発計画となる。JICA調査に先立ち、NHA

が独自に予備的調査を実施していることからも、タイ国最初の地区再開発事業への意気込

みが感じられる。ケーススタディの対象となると思われる住宅建て替えについても、NHA

第１年次 第２年次 
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は既に実施のために準備を進めており、本件調査結果は、NHAによる事業化に、ほぼ確実

に結びつくものと思われる。 

 

  (2) 本件調査は、JICAにとっても初めての地区再開発計画の作成である。タイ側による事業

化が見込まれるところ、タイ国の経済状況及びタイ国政府の財政状況に配慮しつつ、現実

的な計画を作成する必要がある。公共施設・住宅・インフラの配置等のハード面の計画に

加え、地区再開発の計画策定及び実施のための技術・手法・制度的枠組み等、ソフト面に

かかわる提案を積極的に行っていくことが重要である。また、ディンデン・マッカサン・

ファイクァン地区（500ha）の再開発計画作成に際しては、バンコクの将来の都市構造を見

据え、その中での同地区の位置づけを明確にしたうえで、開発の方向性を示していく必要

がある。 

 

  (3) タイ側は、タイ側関係機関の都市計画・再開発計画作成・実施能力向上の重要性につき、

再三にわたり指摘していた。本件調査は、タイ側関係機関の能力向上を図るために、ディ

ンデン・マッカサン・ファイクァン地区をモデルとして地区再開発計画を作成するものと

位置づけられる。したがって、本件調査においては、調査実施過程でOJTやセミナー・ワ

ークショップを積極的に行うとともに、将来タイ側が独自に再開発を実施する際にも参考

となるような提言を行うことが重要となる。 

 

 (4) 再開発事業においては、計画の早い段階から、地元住民の参加を得られるかどうかが、成

否のカギとなる。社会調査を通じて、ディンデン・マッカサン・ファイクァン地区の将来

像に係る住民の意向を確認するとともに、特にケーススタディの実施にあたっては、建て

替えが予定される住宅の住民を対象とした聞き取り調査・公聴会等を通じて、住民を巻き

込んでいく必要がある。ただし、公聴会はNHAが主催するものとし、調査団がこれをサポ

ートする形をとることとする。また、当該地区には、スラム（3,770世帯）が点在するとこ

ろ、タイ側による既存のスラム改善計画・活動をレビューするとともに、スラムの現状を

調査し、改善のための提言を行うこととする。 

 

 (5) 総合的な再開発計画策定のためには、カウンターパート機関であるNHAに加えて、BMAを

はじめとする関係諸機関の協力が不可欠である。これら機関が協力機関としてステアリン

グ・コミッティやワーキング・グループを通じ、本件調査に参加していくとの約束は、既

に取り付けている。さらに、本格調査の各段階で、協力機関にとっても有益な成果を示し

ていくことで、協力機関のコミットメントをより強化していく必要がある。 
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 ２－５－２ 本格調査に向けての留意点 

  本格調査に向けての留意点は、「計画を進めるうえでの留意点」と「作業を行ううえでの留意

点」に大きく分かれると思われ、それぞれについて記述すると以下のようになる。 

 

  (1) 計画上の留意点 

    1）計画推進の合意形成 

     NHAやマスタープランを作成したA・SEVEN（民間コンサルタント）でのヒアリング

によれば、建て替えでは旧建物のユニット数を超える部屋を供給するので、住み替えに

は何ら問題はないとの回答であった。実際、NHAの行った住民説明会でも、問題となる

発言は特に聞かれず、総論として賛成の立場が多かったとのことであった。 

 しかし、この種の計画の常として、住み替えの段階では、賃貸料の上昇などの理由に

より、総論賛成、各論反対の状況になることも考えられる。この住み替えの時期は、計

画段階を終え、事業化の進んだ段階となるが、計画の段階当初より、プロジェクトの内

容を知ってもらい、賛同を得るための「住民参加のデザイン」を着実に進めることは重

要となる。 

 具体的な手法の１例を示すと以下のようなことが考えられるが、問題は誰が住民と向

き合って実践を行うかである。実際の現場では、言葉の壁、時間的な制約などの様々な

困難が予想され、また微妙な問題を含むだけに日本側チームが現場での直接作業を行う

ことは難しいと判断される。 

 このため、住民参加そのものの作業・運営はタイ側チームに委ね、日本側は専門的な

立場から方法の設計、スケジュール管理などの全体監理を分担することが望ましいと考

えられる。 

 

    【考えられる具体的な住民参加の手法例】 

    ○定期的なニュースレターの発行 

    ○定期的な計画内容の説明会の開催 

    ○地区内への計画進捗掲示板・意見箱の設置 

    ○現場事務所の設置（具体的な事業化の段階では、あらかじめ立て替え住居のモデルル

ームを作り、そこを現場事務所とするといったことも考えられる） 

 

    2）開発理念の構築 

     １つの例として、当計画対象地への様々な立場からの要請を整理すると以下のように

なるが、本格調査の中では、これら要請に応える解答を示すことが求められる。 
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 それぞれに要請には優先順位があり、そのどれに重きを置くかはプランナーの判断に

委ねられるが、１つの開発により、様々な要請・課題を複合的に解決する必要のあるこ

とは確かであるといえよう。 

 とりわけ当地区は、バンコク中心部では貴重な再開発の受け皿であり、またタイ国に

おける同様な取り組みのモデルとなる役割を負っているだけに、「誰に対して」、「何を」

重視してプランニングを進めるかの基本的計画理念を作業開始にあたって十分に吟味

する必要がある。 

 

    【当計画・地区へ寄せられる各方面からの要請例】 

    ○JICA：新しい分野への挑戦 

    ○NHA/BMA：再開発という新技術の獲得、新規事業展開の場 

    ○バンコク市：新しい都市核の形成 

    ○住民：良好な住環境の享受 

    ○デベロッパー：ビジネスチャンスの場 

    ○全国の同事例：同様な開発のモデル 

 

    3）持続可能性への配慮 

     21世紀は環境の世紀といわれるように、あらゆる分野において環境的な取り組みが必

要となりつつある。当計画もその例外ではなく、環境負荷の少ない街づくりを志向する

ことが求められている。 

 １例をあげれば、バンコク中心街の建物をみると、いわゆる近代建築の多くが建物を

閉じて、内部を設備によって冷房するといった方法になっている。しかし、熱帯地域で

は、例えば建物を開いて換気を高め、冷房への依存を軽減したり、緑の確保により気温

を下げるなどの独自の工夫があると思われる。 

 当計画は、21世紀の街づくりであり、街から住居までのそれぞれのレベルにおいて、

環境的な持続性の高い計画内容とすることが求められよう。 

 また、再開発という分野では、経済的な面での持続性確保も重要であり、街の経営と

いう視点に立った、綿密な経営計画も求められる。 

    4）住民、導入機能のミックス 

     計画対象地の現在の土地利用は、公共機関、商店、住宅など複雑ではあるが、住民の

所得レベルという意味では高低はあっても、極端な差は少ないといえよう。しかし、今

後の再開発では旧住民に加えて、新住民が加わることとなりその差が広がる可能性はある。 

 また、導入機能についても、地元商店ではなく高級ショッピングセンターやオフィス
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導入の可能性も否定出来ない。 

 「だれ（住民）」と「何を（機能）」どの程度盛り込むかは、プランナーの判断の領域

であるが、どのようなコミュニティ・街を作りたいのかといった理念に基づき、そのミ

ックスを十分に検討する必要があろう。 

    5）バンコクならではの街づくり 

    バンコクの住み方をみると、家ではあまり食事を作らずに食堂や屋台で食事を済ます傾

向が強いように思われる。その街には、その街の住み方の流儀が存在する。今回の計画は、

バンコクでの新しい街を作るものであり、例えば住居棟に接して屋台街が発生する余地を

組み込みなど、いわゆる欧米を代表とする機能的な再開発とは異なる、バンコクらしい再

開発モデルを示すことも必要と思われる。 

 また、建築デザインについても、タイ国の伝統的な意匠の現代的な解釈などをテーマと

して、バンコクならではの景観形成を街づくりの提言したり、街の構造づくりに水面（運

河）を用いるなどの工夫を行うことも考えられる。 

 

  (2) 作業上の留意点 

    1）住宅・施設設計担当の選定 

     全体のプランニングを担う団長、副団長を別とすれば、今回の作業では、建物や都市

施設の具体的な形、機能を決める標記担当者は重要なポストと考えられる。このため、

建築技術者という専門性に加えて、デザイナーとしての力量をもつ人をあてることが望

ましい。 

    2）住民参加 

     事業化に向けての下地づくりという側面から重要な役割を担っており、参加型計画の

経験を豊富にもち、「参加のデザイン」をしっかり立案でき、また監理できる必要がある。 

 派遣回数については、多少回数は多くなるものの、計画の節々で従事できる体制を作

ることが望ましい。 

    3）インフラ 

     今回の調査では、基本計画であり、いわゆる実施設計レベルの成果品は必要ないと思

われる。したがって、限定された領域の技術者よりは、広い視野でインフラ、設備の全

体的なチェックの可能な技術者が望まれる。 

    4）交通調査 

     交通調査を行うとすれば、地区内主要地点での交通量のカウントを行う必要があり、

調査方法、調査場所、調査実施体制づくりなど、かなりのマンパワーと準備期間が必要

となると思われる。 
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 このため、調査開始の当初より、この分野の担当者を投入することが望ましい。 

    5）測量・地図 

     ベースマップについても、作業の基礎的な資料であり、出来る限り当初の段階で完成

するような要員配置とすることが望まれる。 

    6）施工計画 

     建物などの物的な計画と密接に関連をもつ分野であり、特にケーススタディのステー

ジでは、共同作業の行える投入とすることが望まれる。 
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資料４．インタビュー記録、ローカルコンサルタント・リスト 

 

「タイ国バンコク首都圏居住環境改善計画事前調査」 面談要旨 

 

                                  ラック計画研究所 

                                       川崎 健 

 

A・SEVEN Co., LTD.（計画地の構想をまとめた都市計画・建築事務所） 

■とき：平成12年９月１日（金）午前10：00から 

■ところ：984/44-46 Klongton Center Sukhumvit 71, Klongton nue 

Klongtoey, Bangkok 10110 

Tel：713-0839  Fax：713-0838 

■面談者：Mr. Watchara Chongsuwat(Principal)及びMs. Kwanchal Laksanakorn(SJA＋3D 

Vice President) 

■面談の主旨：NHAのMs. Chamnian Duriyapraneetの勧めもあり、都市計画及び建築一般の 

状況把握のため面談 

 

【要 旨】 

○同社は事務所を始めてから４年ほどになる。事務所開設以前は、アメリカの同種事務所に勤務

していた。 

○帰国後に当調査の計画対象地の構想計画を、NHAの委託を受けまとめた。 

○構想の内容は閣議に提出し、承認を待っている状態にある。 

○同社は、歴史も浅く、常勤スタッフも４、５人と小さな事務所であるが、必要に応じて上記の

SIA＋3Dなどと組んで仕事を進めている。 

○土木、環境などのネットワークはある。 

○タイ国では、建築家の設計報酬はあまり確立しておらず、ケース・バイ・ケースの交渉が多い。

ただ、一般的には、以下のようなケースが多い。現実的には、設計料は３％程度が望ましい。 

    施工費 1,000万バーツ以下：２％程度 

        1,000万バーツ以上：0.75から１％ 

＊上記の数値は、建築基本・実施設計料であり、マスタープランではケース・バイ・ケース 

 

○今回計画で、仮に実施設計に近いアウト・プットを出し、かつタイ国の建築承認（日本でいう

建築確認申請）を得るためには、タイ側の公認建築家のサインが必要となる。 
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○計画対象地の団地立て替えについては、フェーズごとに移動世帯を上回る部屋ユニットを供給

するので、理論的には移転はうまくいくと思われる。 

○計画では、歩行者動線やオープンスペースに注意しながら計画を進めた。 

 

【感 想】 

(日)事務所は、ビジネス街ではなく、住商混在した比較的庶民的な場所にある。事務所自体は小

規模で、いわゆるアトリエ事務所である。 

(月)プレゼンテーション、レポートの作り方は、アメリカ的な洗練が感じられ、仕事を仕掛ける

という意味では、能力の高さを感じる。また、エネルギッシュ、頭の良さを感じられる。 

(火)当計画以外にも、チャオプラヤ川周辺の再開発などを委託されており、(月)の資質が仕事に

結びついている。 

(水)ただし、現実の実施設計や事業計画の手腕は未知である。 

(木)さきに示したSJA＋3Dなどとは煩雑に仕事を行っているようで、１つのグループを形成して

ようである。 

(金)1958年生まれと比較的若いにもかかわらず巨大プロジェクトの構想を手がけており、技量だ

けでなく、何らかのコネクションを有する人物かもしれない。 

 

 

PLAN ARCHITECT Co., LTD.（都市計画・建築事務所） 

■とき：平成12年９月１日（金）午後２：00から 

■ところ：64 Soi Suksawittaya, North Sathorn Rd. Bangkok 10500 

Tel：237-0080   Fax：237-5791 

■面談者：Mr. Sinn Phonghanyudh（Managing Director） 

■面談の主旨：NHAのMs. Chamnian Duriyapraneetの勧めもあり、都市計画及び建築一般の 

状況把握のため面談。特に建築家制度をヒアリング 

 

【要 旨】 

○事務所は1977年に始め、現在25名の所員、グループ全体では60名の所員がいる。 

○近年の代表作では、タイ国で一番の高さを誇るBaiyoke Tower(Sky Hotel)がある。 

○タイ国において、建築家として名乗るには、専門教育を受け、The Profession Control Committee

より免許を受けることが、１つの条件となる。しかし、この免許は、日本のように公的試験の

合格が条件となるよりは、教育・経験の背景を満たせば免許が与えられる制度のようである。 

○一方、作家としての建築家を証明するものとして、The Association of Siamese Architects Under 
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 Royal Patronageの会員になることもある。この組織は日本でいうところの建築家協会にあたる

と思われる。一種の名誉的な社会認知がある組織と判断される。 

○この組織の会員制度には、次の４種類がある。Associate Member(基本的には学生)、Affiliated 

Member(大学卒業後の技術者の卵)、Ordinary Member(専門性をもつ人、いわゆる建築家）、 

Honorary Member(高い見識をもつ建築家)。 

○タイ国では、建築家報酬は日本のようにクラスごとの日当たり報酬は決められていない。それ

ぞれの仕事で交渉して決める（さきのA・SEVENと同じ答え）。 

 

【感 想】 

(日)事務所はバンコク市内ではあるが、ビジネス街ではない。自社が設計した中層建物の一角に

入居している。 

(月)この建物には、デザイン事務所、出版社、子供向けの木製玩具工房、自然食品店などの小規

模事務所が入居しており、建物全体が高感度な人の集合体の様相を呈しており楽しい。 

(火)同事務所は、超高層ビルなどの派手さをもった建物を設計する一方で、NGOの基金による子

供救済施設なども少なからず手がけており、社会的な使命も認識した事務所のようにも見受け

られる。対応したSinn氏も誠実さを感じられる人柄である。 

 

 

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.（総合コンサルタント） 
■とき：平成12年９月４日（月）午前10:00から 

■ところ：39 Ladprao 124 Rd., Wangthonglang, Bangkok 10310 

Tel：662-934-3233   Fax：662-934-3249 

■面談者：Mr. Pisit Puthipiroj(Managing Director), Mr. Pongrat Khamnungkit(Head of Public 

Paticipation Division), Mr. Arthit Thurdsuwarn(Manegar：Survey&GIS) 

■面談の主旨：社会、測量、EIA、地質調査の見積り依頼 

 

【要 旨】 

○見積り依頼が主目的のため、質問は一般的な内容にとどまった。 

○会社設立は、1983年で、現在200名の技術者がいる。建築、土木、交通、EIAなどの15分野を業

務範囲とする総合コンサルタントである。 

 

【感 想】 

(日)事務所は住宅街にあり、中層の自社ビルといった風情である。 



 

－ 63－

 (月)クライアント向けのニュースレターをタイ版（季刊）、英語版（年２回）を出すなど、事務

所全体や代表者の人柄から民主的な運営の行われている印象を受ける。 

(火)見積り内容に対する質問も的確であり、技術者としての誠実さが感じられる。 

 

 

TEAM CONSULTANTING CO., LTD.（総合コンサルタント） 
■とき：平成12年９月４日（月）午後２：00から 

■ところ：Klong Kum, Bueng Kum, Bangkok 10230 

Tel：662-934-3233   Fax：662-934-3249 

■面談者：Ms. Sirinimit Wungsoontorn(Vice Presitent), Mr. Prawat Teerasawat(Managing Director) 

■面談の主旨：社会、測量、EIA、地質調査の見積り依頼 

 

【要 旨】 

○見積り依頼が主目的のため、一般的な質問にとどまった。 

○同社はITから建設まで含むグループ企業のうち、土木・建築・都市開発などを担う組織である。

グループ全体では500名体制である。 

○総合コンサルタントとして、タイ国内では有数と考えており、特にEIAは得意とする分野の１

つである。 

 

【感 想】 

○事務所は、NHA近傍のバンコク郊外にあり、敷地内に15階建ての本館と中層の別棟をもつ内容

となっている。 

○自社ビルのつくり、会社内の様子からみて、手広く領域を広げる野心的な躍進企業といった印

象が強い。また、面談した両氏とも技術者というよりは、ビジネス・パーソン的な雰囲気が漂

っている。 

 

 

URBAN COMMUNITY DEVELOPMENT OFFICE（政府系財団） 
■とき：平成12年９月５日（月）午後13：30から 

■ところ：2044/31-33 New Petchburi Road, Huay Khwang, Bangkok 10320 

Tel：718-0911   Fax：716-6001 

■面談者：Ms. Somsook Boonyabancha(Managing Director) 

■面談の主旨：スラム調査の調査項目の内容聞き取り 
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【要 旨】 

○当日は忙しく、短時間の面談にとどまった。 

○スラム調査の項目はケース・バイ・ケースであり、一般的なものはない。 

○標準的なものがあれば送付する。 

○民間コンサルタントと財団との違いは、地域に入り込んだ丁寧な仕事の出来ることだと思う。 

 

【感 想】 

(日)当日は、若い建築家による低コスト住宅の打合せがあり、外よりガラス越しに眺めていたが、

同女史を中心に活発に議論が交わされ、活気がある。 

(月)同女史は、人間としての迫力があり、女傑という言葉を思い起こさせる。 

 

 

UNIVERSAL & INNOVATIVE CONSULTING CO., Ltd.（総合コンサルタント） 

■とき：平成12年９月５日（月）午後15：00から 

■ところ：Alma Link Building 12th Floor, 25 Pleonchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 

Tel：655-6262   Fax：855-6266 

■面談者：Ms. Chalinee Niamskul(CEO), Prof. Prinya Nutalaya, Jirika Nutalaya (Associate  

Managing Director) 

■面談の主旨：見積り依頼 

 

【要 旨】 

○会社は、最近始めたばかりだが、高い専門性をもつ技術者・研究者を多く抱えている。 

○特に、環境や地質については、強い分野の１つである。 

○見積りの時間が無いので、結果はe-mailもしくはファックスにて送付する。 

 

【感 想】 

(日)事務所は中心街にあり、東京でいえば、赤坂、青山、六本木あたりの瀟洒なオフィスビルを

思い起こさせる一室に入居する。 

(月)事務所内はこざっぱりとはしているが、実際に作業を行っている雰囲気は感じられず、元大

学教授やその他のつながり・影響力で仕事を獲得し、作業は関係者に任すといった、一種の“コ

ンサルタント商社”といった趣を感じる。 

(火)ただし、質問の内容は的確である。 
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